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令和元年５月 15日 基地周辺対策特別委員会 議事録 

９時 57分 開会 

 

○出席委員 （８人）    委 員 長 網谷 芳孝 

副委員長 賀屋 幸治 

委  員 北地 範久、藤井  馨、山崎 年一、寺岡 公章、田中 実穂、 

     山本 孝三 

議  長 児玉 朋也 

副 議 長 細川 雅子 

○欠席委員 なし 
 

○網谷委員長 皆さん、おはようございます。 

  定足数に達しておりますので、これより基地周辺対策特別委員会を開会いたします。 

  局長。 

○田中議会事務局長 おはようございます。前回の４月12日開催の委員会で、６月定例会で

の基地周辺対策特別委員会としての報告につきまして、中間報告とすべきか、最終報告と

すべきかということについて、事務局の意見を求められました際に、私のほうで、最終、

中間というものをつけず、活動報告としてはどうかということを発言をいたしました。会

議の事後に、大竹市議会会議規則を確認しましたところ、第45条第２項に、「委員会は、

その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告をするこ

とができる。」という規定がございました。したがいまして、会議規則に照らし合わせま

して考えますと、現委員会として６月定例会に行う報告というのは、中間報告とすること

が適正であると考えられますので、前回の発言をおわびしますとともに、訂正をいたした

いと思います。 

  以上です。 

○網谷委員長 ありがとうございます。 

  それでは、議事日程に従いまして審議を進めさせていただきます。まず、日程１で基地

周辺対策特別委員会の６月定例会での報告ということでございまして、前回の委員会で今、

局長が申されましたとおり、報告としての中間報告ということで、最初にそういう意見が

出まして、中間ではおかしいのではないかということで、結論的には、活動報告というこ

とに落ちついたわけでございますが、それ以後、事務局のほうで調べていただきましたと

ころ、活動報告という事例がないということ。また、最終というのも事例的にもないとい

うことで、中間報告が妥当ではないかということで、局長から発言があったと思いますが、

その点につきまして、皆様の意見を聞かせいただければと思います。まずは、正副委員長

といたしましては、今、局長が申されましたとおり、中間報告でいいのではないかという

ことで、結論づけておりますが、皆様方の意見はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○網谷委員長 それでは、そのように決定させていただきます。 

  それでは、報告の文言の前に中間を入れまして、中間報告とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

  それでは、今回のメインテーマでございます。前回の委員会で、委員長の私が中間報告

の文書を作成するということに決まりまして、それ以後、副委員長と協議をして、二人で

修正した中間報告の文書を、皆様方に前日メールでお送りしておりました。その中間報告

の文書を読んでいただけましたと思いますが、それについての御意見があれば、よろしく

お願いいたします。 

  寺岡委員。 

○寺岡委員 メールで送っていただいて、拝読しました。２通あって、一つが、本文と年表

なんですが、報告などで年表も結構重要なところなのかなと思うんですけど、これは、た

だ、本会議上で中身を述べる場面もないと思うんですけど、この資料の取り扱いとしては

どういうふうになるかだけ教えてください。 

○網谷委員長 日程ということでございますか。 

寺岡委員。 

○寺岡委員 参考資料という形で、基地周辺対策特別委員会平成29年９月からの委員会開催

とか、現地調査とかの分をまとめていただいてます。これも、大切な資料の一つだと思う

んですけれども、本会議上で、これには恐らく触れられないと思うんですが、この資料と

しての保管というのはどういうふうになるのかを教えてください。 

○網谷委員長 資料としての保管はもちろん皆さんにもお配りしましたとおり、事務局のほ

うでも保管すると思います。 

  寺岡委員。 

○寺岡委員 本会議のその日の議事録なのか、それとも委員会としての資料としてとどめる

のか。 

○網谷委員長 これは、本会議上では、議事録には載らないと私は解釈してるんですが、こ

れはどうなりますかね。 

  局長。 

○田中議会事務局長 参考資料として今回配付しております平成29年９月以降、平成31年の

定例会のところまで入ってる年表、これは、今回の報告案の根拠になるものと思います。

ですので、本会議場での配付までは必要ないのではないかと事務局では考えておるところ

です。 

  以上です。 

○網谷委員長 よろしいでしょうか。 

  寺岡委員。 

○寺岡委員 委員会としては、正式な資料として残るわけですね、記録として。 

○網谷委員長 もちろん委員会の資料としては残ります。 

  ほかに。 

  北地委員。 



（31.5.15） 

- 3 - 

 

○北地委員 修正案のほうもよろしいんですよね、今。 

○網谷委員長 もちろんいいです。 

○北地委員 ニュアンスの問題になろうかと思いますけども、中間報告の９行目ぐらいの、

国の関係機関に提出をしております。要望書の件なんですけども、そういう項目があるん

ですけども、関係機関というよりかは、国及び関係省庁とかしたらどうかな。 

○網谷委員長 何行目ですか、済みません。 

○北地委員 ９行目ぐらいですね。報告案の９行目に、国の関係機関に提出をしております

と要望書があるんですけれども。関係機関って、よその機関のように感じるんで。ストレ

ートに、その辺がどうかなというのが一つありました。 

  それから、14行目に、艦載機移駐前後の騒音実態の調査を行う。移駐前後の騒音実態の

調査いうのはもうできないのじゃないかと思うんですけども、この辺の感じです。 

  それから、その下に丸ぽちで４項目ありますけども、騒音問題とか、再編交付金とかそ

ういうのあるんですけども、その２つ目の再編交付金について、延長の要望書の作成とい

う案ですけども、これはまだするのか。これにかわる新たな交付金の制度のとかいうもの

の要望書になるんではないか。いまだにまだ、再編交付金を延長することを要望するのか

どうか。この３点が気になったところですが。 

○網谷委員長 副委員長。 

○賀屋委員 関係機関に提出ということですが、国の省庁も含めた関係機関ということで、

集約をさせていただいたということで御理解いただいたらと思います。 

  それと、２点目の艦載機移駐前後というのは、この段階での最初に皆さんの意見、皆さ

んから今後の活動方針として意見が出されたということで、その時点では平成30年１月で

ございましたので、まだ移駐が完了してないということで、移駐の前の音も測定しておく

必要があるのではないかということで、阿多田島で音を測定しにいこうということが決ま

っております。その活動方針としての話なんで、こういう表現の仕方、前後ということの

意見が出たということでございます。 

  それと、その下の再編交付金に代わる新たな交付金制度ということでございますけども、

これも、まだ、どこまでどういうふうな交付金の中身というか、制度が延伸されるのか、

それともまた違う項目でできるのかということもわからない状態の中での活動方針として

の意見でございます。そうした出された意見を取りまとめたということでございます。 

○網谷委員長 私なりに補足をしますと、最初の関係機関という文書にしましたのは、今回

は平成29年９月から主な活動でございまして、そこまでは今の関係機関への提出というの

は、前基地周辺対策特別委員会の報告書にも記載されております。今回は、副委員長が言

われましたとおり、集約させていただいたという意図がございましたので、よろしくお願

いいたします。 

  ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○網谷委員長 なしということで、さっき申し上げましたとおり、中間報告ということで承

認いただきましたので、この上に今、空白になっておりますが、中間という文書を入れさ
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せていただきます。 

  これは、局長、もう一度メールで修正後のものを皆さんに配信しますよね。 

  局長。 

○田中議会事務局長 本日いただいた修正意見等をまた議事係のほうで反映しまして、正副

委員長確認していただいた上で、この前と同様に、中間報告（案）をメールで配信させて

いただくような流れにはなろうかと思います。 

  以上です。 

○網谷委員長 わかりました。ありがとうございます。 

  きょう皆様方に承認をいただいたことなどを反映して、もう一度メールなりで報告させ

ていただきますので、御了承お願いいたします。 

  この文書については、今、御意見なしということで、承認いただきましたのでよろしい

でしょうね。 

  どれでは、この文章はこれに決めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

  日程第１は、これで終わることにさせていただきます。 

  局長。 

○田中議会事務局長 中間報告（案）のメール送信後の確認期限なんですけれども、議会運

営委員会の関係上、５月21日まででよろしいでしょうか。 

○網谷委員長 局長、今確認されたんじゃけいいんじゃない。 

○田中議会事務局長 確認の期限を日付を設定させていただけたらと思うんですけども、５

月21日ということでいかがでございましょうか。 

○網谷委員長 副委員長。 

○賀屋委員 今の協議の中では、中間報告という中間を入れて修正しましょうねということ

だけは確認されたと思うんです。あと、北地委員のほうから出た意見も、一応原案で理解

をしていただいたということでいいんですよね。ということで、中間報告の中間だけを入

れたものでもう一回メールをするということだけですよね。それだったらもうこの場で中

身についてはもう確認されたわけですから、そこまでメールで確認を求める必要もないの

ではないかと思います。 

○網谷委員長 ということは、確認の期限を５月21日までということは、必要ないというこ

とでよろしいですね。皆さんよろしいですよね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○網谷委員長 ということで、今回の文書を皆さん御承認いただきまして、本当にありがと
うございます。修正するとなれば、中間報告ということにさせていただきますので、御了

承よろしくお願いいたします。 

  以上で、日程１を終わらせていただきます。 

  日程２としまして、その他について、何かございましたら。 

  ないようでよろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○網谷委員長 それでは皆さん、きょうは本当にありがとうございました。 
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  済みません。もう１点忘れておりましたが、今回の６月の定例会での上程でございます

が、本会議最終日に報告させていただきますので、その辺のところも含めて、よろしくお

願いいたします。 

  以上で、基地周辺対策特別委員会を終わらせていただきます。 

 

10時 12分 閉会 

 


